
○ 総 務 省 令 第    号  

 電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ） 第 五 十 二 条 第 一 項 及 び 第 七 十 条 第 一 項 第 一 号 の 規

定 に 基 づ き 、 端 末 設 備 等 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和   年   月   日  

                                 総 務 大 臣  林   芳 正  

   端 末 設 備 等 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

 端 末 設 備 等 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重

傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る

対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い

も の は 、 こ れ を 加 え る 。  

 別 紙 ２  



  

改  正  後  改  正  前  
（ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル を 使 用 す る 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 ）  

第 三 十 四 条 の 十  専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 （ デ ジ タ ル デ ー タ 伝 送 用 設 備 に 接 続 さ れ る も の に 限 る

。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） で あ つ て 、 デ ジ タ ル デ ー タ 伝 送 用 設 備 と の 接 続 に お い て イ ン タ

ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル を 使 用 す る も の の う ち 、 電 気 通 信 回 線 設 備 を 介 し て 接 続 す る こ と に よ り 当

該 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 に 備 え ら れ た 電 気 通 信 の 機 能 （ 送 受 信 に 係 る も の に 限 る 。 以 下 こ の

条 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 設 定 を 変 更 で き る も の は 、 次 の 各 号 の 条 件 に 適 合 す る も の 又 は こ れ

ら と 同 等 以 上 の も の で な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 の 各 号 の 条 件 に 係 る 機 能 又 は こ れ ら と 同

等 以 上 の 機 能 を 利 用 者 が 任 意 の ソ フ ト ウ ェ ア に よ り 随 時 か つ 容 易 に 変 更 す る こ と が で き る 専 用

通 信 回 線 設 備 等 端 末 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

一  当 該 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 に 備 え ら れ た 電 気 通 信 の 機 能 に 係 る 設 定 を 変 更 す る た め の ア

ク セ ス 制 御 機 能 （ 不 正 ア ク セ ス 行 為 の 禁 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 二 十 八 号 ）

第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る ア ク セ ス 制 御 機 能 を い う 。 次 号 及 び 第 五 号 に お い て 同 じ 。 ） を 有 す

る こ と 。  

二  前 号 の ア ク セ ス 制 御 機 能 に 係 る 識 別 符 号 （ 不 正 ア ク セ ス 行 為 の 禁 止 等 に 関 す る 法 律 第 二 条

第 二 項 に 規 定 す る 識 別 符 号 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） で あ つ て 、 初 め て 当 該 専 用

通 信 回 線 設 備 等 端 末 を 利 用 す る と き に あ ら か じ め 設 定 さ れ て い る も の （ 二 以 上 の 符 号 の 組 合

せ に よ る 場 合 は 、 少 な く と も 一 の 符 号 に 係 る も の ） を 容 易 に 推 測 さ れ な い も の に 変 更 さ せ る

機 能 若 し く は こ れ に 準 ず る も の を 有 す る こ と 又 は 当 該 識 別 符 号 に つ い て 当 該 専 用 通 信 回 線 設

備 等 端 末 の 機 器 ご と に 異 な る も の で あ つ て 、 容 易 に 推 測 さ れ な い も の が 付 さ れ て い る こ と 若

し く は こ れ に 準 ず る 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 。  

三  当 該 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 の 電 気 通 信 の 機 能 に 係 る ソ フ ト ウ ェ ア の 更 新 に つ い て 、 総 務

大 臣 が 別 に 告 示 す る 機 能 を 有 す る こ と 。  

四  当 該 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 に 備 え ら れ た 電 気 通 信 の 機 能 に 係 る イ ン タ フ ェ ー ス （ 当 該 機

能 を 用 い て 電 気 通 信 信 号 を 電 気 通 信 回 線 設 備 に 送 受 信 す る た め の 接 続 口 を い う 。 ） に つ い て

、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 又 は こ れ に 準 ず る 措 置 が 講 じ ら れ て い

る こ と 。  

五  当 該 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 へ の 電 力 の 供 給 が 停 止 し た 場 合 で あ つ て も 、 第 一 号 の ア ク セ

ス 制 御 機 能 に 係 る 設 定 及 び 第 三 号 の 機 能 に よ り 更 新 さ れ た ソ フ ト ウ ェ ア を 維 持 で き る こ と 。  

（ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル を 使 用 す る 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 ）  

第 三 十 四 条 の 十  専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 （ デ ジ タ ル デ ー タ 伝 送 用 設 備 に 接 続 さ れ る も の に 限 る

。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） で あ つ て 、 デ ジ タ ル デ ー タ 伝 送 用 設 備 と の 接 続 に お い て イ ン タ

ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル を 使 用 す る も の の う ち 、 電 気 通 信 回 線 設 備 を 介 し て 接 続 す る こ と に よ り 当

該 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 に 備 え ら れ た 電 気 通 信 の 機 能 （ 送 受 信 に 係 る も の に 限 る 。 以 下 こ の

条 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 設 定 を 変 更 で き る も の は 、 次 の 各 号 の 条 件 に 適 合 す る も の 又 は こ れ

と 同 等 以 上 の も の で な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 の 各 号 の 条 件 に 係 る 機 能 又 は こ れ ら と 同 等

以 上 の 機 能 を 利 用 者 が 任 意 の ソ フ ト ウ ェ ア に よ り 随 時 か つ 容 易 に 変 更 す る こ と が で き る 専 用 通

信 回 線 設 備 等 端 末 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

一  当 該 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 に 備 え ら れ た 電 気 通 信 の 機 能 に 係 る 設 定 を 変 更 す る た め の ア

ク セ ス 制 御 機 能 （ 不 正 ア ク セ ス 行 為 の 禁 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 二 十 八 号 ）

第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る ア ク セ ス 制 御 機 能 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 有 す る こ と 。 

 

二  前 号 の ア ク セ ス 制 御 機 能 に 係 る 識 別 符 号 （ 不 正 ア ク セ ス 行 為 の 禁 止 等 に 関 す る 法 律 第 二 条

第 二 項 に 規 定 す る 識 別 符 号 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ つ て 、 初 め て 当 該 専 用 通 信 回 線 設 備 等

端 末 を 利 用 す る と き に あ ら か じ め 設 定 さ れ て い る も の （ 二 以 上 の 符 号 の 組 合 せ に よ る 場 合 は

、 少 な く と も 一 の 符 号 に 係 る も の 。 ） の 変 更 を 促 す 機 能 若 し く は こ れ に 準 ず る も の を 有 す る

こ と 又 は 当 該 識 別 符 号 に つ い て 当 該 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 の 機 器 ご と に 異 な る も の が 付 さ

れ て い る こ と 若 し く は こ れ に 準 ず る 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 。  

 

三 当 該 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 の 電 気 通 信 の 機 能 に 係 る ソ フ ト ウ ェ ア を 更 新 で き る こ と 。  

 

［ 新 設 ］  

 

 

 

四  当 該 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 へ の 電 力 の 供 給 が 停 止 し た 場 合 で あ つ て も 、 第 一 号 の ア ク セ

ス 制 御 機 能 に 係 る 設 定 及 び 前 号 の 機 能 に よ り 更 新 さ れ た ソ フ ト ウ ェ ア を 維 持 で き る こ と 。  

備 考 表 中 の ［  ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。  



 

 

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 省 令 は 、 令 和   年   月   日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 省 令 に よ る 改 正 前 の 端 末 設 備 等 規 則 第 三 十 四 条 の 十 に 規 定 す る 条 件 に 適 合 す る 電 気 通 信 事 業

法 第 五 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 端 末 設 備 又 は 同 法 第 七 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 自 営 電 気 通 信 設 備 で あ

っ て 、 こ の 省 令 の 施 行 の 日 前 に 同 法 第 五 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 適 合 認 定 、 同 法 第 五 十 六

条 第 一 項 に 規 定 す る 設 計 認 証 、 同 法 第 六 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 端 末 設 備 の 接 続 の 検 査 若 し く は

同 法 第 七 十 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 六 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 自 営 電 気 通 信 設 備 の 接 続

の 検 査 を 受 け 、 又 は 同 法 第 六 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 技 術 基 準 適 合 自 己 確 認 の 届 出 を 行 っ た も の

の 技 術 基 準 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る こ と が で き る 。  


